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 解 説  

 

１．外国企業のベトナム国内の建設工事の請負い 

  外国企業はベトナムに現地法人を設立せずに建設工事を行うことができます。

この条件として、建設プロジェクトが所在する場所を管轄する建設当局が発給す

る建設許可書を取得する必要があります。ベトナムの法律によれば、許可の条件

として、ベトナム法に基づき設立された建設会社と提携するか、下請けとして採

用しなければならないことになっています。ベトナム建設当局への申請者は外国

企業です。 

 

２．プロジェクトオフィスの開設について 

  外国企業は建設許可を受けた後、建設工事の現場にプロジェクトオフィスの開

設が要請されます。プロジェクトオフィスとは建設工事遂行の目的で、建設作業

現場に開設する架設のオフィスです。同オフィスの開設をもって、建設工事を開

始できます。 

  プロジェクトオフィス開設後は、次の手続きが必要になります。 

   ① プロジェクトオフィスの印鑑(seal)作成 

   ② 所定の公安局において印鑑ならびに印鑑証明書の取得 

   ③ 管轄している指定政府機関にプロジェクトオフィスの開設報告 

   ④ 税務局で納税コードの取得 

   ⑤ 銀行口座の開設 

 

3．プロジェクトオフィスの運営・閉鎖について 

  ベトナムの法律上、プロジェクトオフィスは納税主体となるため、開設後は会

計記帳を行い、法人所得税や VAT等の一連の納税義務が発生します。建設工事が

終了しプロジェクトオフィスを閉鎖する際は、税コードの閉鎖、清算などの手続

きを行う必要があります。閉鎖にあたっての税務調査は大変厳しいと言われて 

Ｑ． 

 ベトナムでの建設事業への参加について招聘を受けている。現地法人を設立

せずに参加できると聞いているが、どのような規制や手続きがあるのか教えて

ほしい。 

Ａ 

 ベトナムの建設事業への参加するためには、建設許可書を取得したうえでプ

ロジェクトオフィスを開設する必要があります。税務上の問題も複雑なことか

ら、事前に専門家へ相談されることをお勧めします。 

 

こちらは信用金庫とそのお取引先向けとさせて頂いております。 

ご覧になりたい場合は、お近くの信用金庫（検索はこちら）までご相談ください。 

続きを読む  

https://www.shinkin-central-bank.jp/cgi-bin/s/index.cgi
https://shinkin-overseas.jp/upload_file/m008-m008_03/34_Vietnam_ConstructionProject.pdf

